
事業所名称

運営法人名称

福祉サービスの種別

代表者氏名

定員（利用人数） 名

〒

電話番号 － －

ＦＡＸ番号 － －

ホームページアドレス

電子メールアドレス

事業開始年月日

職員・従業員数※ 名 名

545-0001

大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目２番14号

様式１

 福祉サービス第三者評価結果報告書 【児童福祉分野（保育所）】

【受審施設・事業所情報】

高松保育園

社会福祉法人 鶴舟会

保育所

園長 森 裕美

97

事業所所在地

［居室］

［設備等］
  保育室(０歳,1歳,2歳,3歳,4歳,5歳 )、ほふ
く室、調乳室、沐浴室、調理室、保健室、事
務室、便所

※印の項目については、定義等を最終頁に記載しています。

06 6777 3020

06 6777 3222

takamatsuhoikusyo2021@gmail.com

令和4年12月1日

13 非正規 12正規

専門職員※

施設・設備の概要※

保育士：16名
 嘱託医及び嘱託歯科医：各１名



受審回数 回

前回の受審時期

評価結果公表に関する
 事業所の同意の有無

-

【評価結果公表に関する事業所の同意の有無】

有

【第三者評価の受審状況】

0

年度



【施設・事業所の特徴的な取組】
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【理念・基本方針】

【保育理念】
 ・つよく・やさしく・おおらかに 
 ・『知育』『体育』『徳育』を三本柱とし、この３つをバラン
ス良く、総合的に育てることで、子どもたち一人ひとりの「え
えとこ伸ばす」保育
 
 【保育目標】
 ・優しくおおらかな子どもの育成 、・健康で素直な明るい
心、・正しい生活習慣を身につける、・お友達と仲良く遊
ぶ、・目標に向かってみんなで協力する、・ルールを守って最
後までやりとげる

・令和４年12月から利用を開始した、明るく・綺麗で機能的
な園舎を有しており、施設を利用する子どもたちをはじめ、保
護者にも喜ばれている。
 
 ・大阪市内中心部においては、珍しい広い園庭（屋外遊技場）
を有しており、安全に遊べる遊具はもちろんのこと、子どもが
のびのびとしっかりと体を動かして、遊ぶことができる。
 
 ・JR環状線や近鉄電車の駅近辺に立地しており、保護者の子
どもの送り迎えや通勤に利便性が高い。

【評価機関情報】

一般社団法人NECQA

270065

専門職委員

運営管理・専門職委員

令和7年2月7日 令和7年3月25日

令和7年3月25日

2401C034 運営管理委員

2401C012

2301C034



◆評価機関総合コメント

【総評】

1.園の環境

大阪市阿倍野区にある高松保育園はもともと大阪市立の保育所とし

て⾧い歴史がありますが、民間委託を経て2022年12月に民間移管

として新園舎へ移転しリニューアルしています 。交通アクセスは、

近鉄南大阪線河堀口駅から徒歩10分、JR環状線寺田町駅から徒歩

7分程度と公共交通でも比較的便利な立地です 。園周辺は閑静な住

宅街で園の前面道路は広い割に車通りが少なく、落ち着いた環境に

あります。近隣の高松公園への散歩を通じて、自然との触れ合いや
外遊びの機会も提供されています。安全で快適に過ごせる環境にあ
り定員を超えた利用者数が現在通園されています。
2022年に建て替えられた新園舎は、鉄骨造2階建てで耐久性や安
全性が高く、明るく清潔な保育室を完備しています。園内はフルフ
ラットで、エレベーターも設置されており、最新の設備が整ってい
ます。空調や衛生面が整備され、快適な環境が確保されています。

セキュリティ強化も図られており、玄関でインターホン越しに保護

者の顔を確認してから解錠するシステムが導入され、保護者から

「安心できる」と評価されております。保護者の送迎用に15台以上

停められる駐輪場も備えられています。



２．園の特徴
高松保育園は、「つよく やさしく おおらかに」の理念のもと、子
ども一人ひとりの発達や個性を大切にした温かい保育を実践してい
ます。園の基本理念や保育目標が職員に周知され、一貫した方針に
沿って保育がおこなわれています。園内は安全で清潔な環境が整え
られており、年齢や発達に応じた空間設定や遊びの工夫、個人の体
温計を使用した検温や消毒の徹底、マニュアルの整備などにより、
子どもたちが心も身体も健康に安心して快適に過ごせるよう配慮さ
れています。
また、長時間保育となる子どものために、空き部屋やパーテーショ
ンを活用して年齢別に空間を区切り、朝寝用のスペース確保や夕方
以降の静かな環境づくりがおこなわれているなど、一人ひとりに配
慮した保育環境を提供しています。職員は定期的に研修に参加し、
日々の保育を振り返る会議を通じて保育の質を向上させる努力をし
ています。さらに、子どもの気持ちに寄り添った言葉がけや、保育
室の扉を開放して互いに見守る取り組みなど開かれた保育を心掛け
たり、保育内容や方法の改善が継続的に図られています。毎月の園
庭開放、電話での育児相談の実施など、地域に開かれた園づくりに
も積極的であり、そうした地域交流は子どもたちに豊かな経験をも
たらしています。

３．今後の発展に向けて
保護者とのコミュニケーションのさらなる充実や、職員の配置・育
成を含む職員体制の強化といった課題も認められます。今回初めて
の第三者評価を契機に、これらの課題に取り組みながら、園の強み
をさらに伸ばし、質の高い保育の維持・向上に努めていかれること
を期待します。



◆特に評価の高い点

①子どもが安心して過ごせる環境の整備
安全・清潔な保育室の維持と徹底した衛生管理が実施され、年齢に
応じた空間設定や遊びの工夫がおこなわれています。このような取
り組みによって、子どもたちは安心して過ごせる環境が確保されて
います。また、各種マニュアルが整備されており、保育の質や衛生
面における一貫した管理が徹底されています。これらの努力を通じ
て、安全で安心な保育環境が実現され、子どもたちにとって健やか
で快適な成長の場が提供されています。

②遊びと学びを通じて成長するカリキュラム
遊びと学びが融合したバランスの良いカリキュラムが実施されてお
り、園庭には身体を動かすための十分なスペースがあります。子ど
もたちはボール遊びや滑り台、竹馬などの活動を通じて運動能力を
向上させ、雨の日にはおゆうぎ室や廊下に敷かれた安全マット、ボ
ルダリングや鉄棒が整備されているため、どんな天候でも多様な遊
びを楽しむことができます。また、遠足や運動会、生活発表会な
ど、子どもたちの成長を促す年間行事がおこなわれており、他施設
との交流イベントも企画されています。日々の保育では、季節感を
大切にした製作活動や戸外遊び、菜園活動、食育に注力していま
す。これにより、子どもたちは楽しみながら学び、さまざまな経験
を通してのびのびと成長する環境が整っています。

③保育の質向上への継続的な取組
職員は定期研修や保育振り返り会議を実施し、PDCAサイクルを用
いて組織的な保育の改善に取り組んでいます。この継続的な努力に
よって保育の質が向上し、質の高い保育の提供が追求されていま
す。さらに、この取り組みは子どもたちにより良い保育環境を提供
する上での重要な要素とされています。

④明るい雰囲気と笑顔あふれる環境
高松保育園では、保育士の笑顔と明るい雰囲気が保護者や子どもた
ちに大きな影響を与えています。先生たちの温かい対応や前向きな
姿勢が、子どもたちが伸び伸びと過ごせる環境を作り出していま
す。このポジティブな雰囲気が園全体に広がり、明るく楽しい日々
を支えています。子どもたちは安心して活動でき、保護者からも高
い評価を得ている点です。



◆改善を求められる点

◆第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

・別紙「第三者評価結果」を参照

当園にとって、初めての第三者評価を受審するにあたり、少しずつ
準備を進めてきました。
自己評価シートの作成においては、当園の強みをはじめ、課題や現
状について改めて考える機会となりました。
今後の課題として指摘いただいた内容は、早急に職員間で共有する
とともに、それぞれの課題を明確にした上で、職員全体で改善に向
けて取り組んでいきます。
これからも、保育の質の向上に努めることで、子どもたちと共に笑
顔で元気に過ごせる保育園として、着実に頑張っていきたいと思い
ます。

◆第三者評価結果

①保護者とのコミュニケーションの強化
公立からの民営化に伴い、保護者とのコミュニケーション不足が指
摘されています。この課題を改善するためには、定期的な保護者と
の面談や保護者会、アンケートの実施を強化し、保護者の声を積極
的に反映させる仕組みを整えることが重要です。加えて、定期的な
情報提供や保護者交流イベントを実施し、保護者が気軽に相談や意
見交換できるオープンな環境づくりを進めることが望まれます。さ
らに、重要な運営変更や施策に関しては、事前にしっかりと説明を
行い、保護者の不安を解消するための十分な情報提供が求められま
す。

②職員体制の充実による保育の質の更なる安定
保育の質の更なる安定のために、職員が長期的に安定して働ける環
境を整えることが重要です。具体的には、中長期的な人員計画に基
づく適切な人員配置や計画的な研修の充実による質の高い保育を安
定的に提供するための基盤強化が求められます。さらに、職員同士
の情報共有やサポート体制を強化し、保育士同士が協力しながら働
ける環境づくりが進められることが重要です。このような取り組み
を通じて、職員の定着率が向上し、保育の質が安定して提供される
ことが期待されます。



Ⅰ-１-(1)-① a

（コメント）

Ⅰ-２-(1)-① b

（コメント）

Ⅰ-２-(1)-②  経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。b

（コメント）

＜別紙＞

第三者評価結果

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

評価結果

Ⅰ-１　理念・基本方針

Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。

 理念、基本方針が明文化され周知が図られてい
る。

「つよく やさしく おおらかに」という法人の理念が確立され、基
本方針(保育目標)が明文化されています。理念や基本方針(保育目
標)は、入園のこころえ、パンフレット、ホームページなどに記載
され広く周知されており、保護者には入園時の説明会などで資料
をもとに説明がおこなわれています。職員に対しては入社時や職
員会議などで周知が図られています。

評価結果

Ⅰ-２　経営状況の把握

Ⅰ-２-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把
握・分析されている。

施設が設置されている阿倍野区の児童数や近隣施設の利用状況の
動向などを把握し、地域の保育のニーズなどを日常的に把握する
よう努めています。
今後は、社会福祉事業全般や各種福祉計画の策定の動向などの情
報収集に注力していく予定であり取り組みに期待します。

施設が直面している職員体制や人材育成などの現状について、他
施設の園長や法人役員との情報共有がおこなわれています。今後
は、引き続き、利用児童数の保持に向けた取り組みを進めていく
予定であり、経営課題の解決や改善に向けてのさらなる具体的な
取り組みがおこなわれることを期待します。



Ⅰ-３-(1)-① b

（コメント）

Ⅰ-３-(1)-② b

（コメント）

Ⅰ-３-(2)-① b

（コメント）

Ⅰ-３-(2)-② c

（コメント）

Ⅰ-４-(1)-① b

（コメント）

評価結果

Ⅰ-３ 事業計画の策定

Ⅰ-３-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定さ
れている。

今年度から法人として今後のビジョンを示した中・長期計画を策
定しています。中・長期計画は、保育理念や保育目標を示した上
で、保育の質の向上、利用児童数の確保及び保育教諭の確保・育
成計画の記載、及び中長期収支計画が策定されています。 今年度
からの策定のため見直しは未実施ですが、今後は当計画に基づく
運営に取り組んでいくとともに、中・長期計画の進捗状況の確認
や見直しをおこなっていく方針であり、取り組みに期待します。

 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定され
ている。

新たに策定された中・長期計画に基づき、各年度の事業報告及び
事業計画が策定されていますが、単年度の数値目標にまでは反映
はされておりませんが、第三者評価のフィードバックを元に、単
年度の事業計画にも数値目標や具体的な成果等を設定されていく
方針であり、今後の取り組みに期待します。

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。

 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直し
が組織的に行われ、職員が理解している。

園長が職員の意見などを集約し、事業計画書及び事業報告書が作
成されています。また、各種会議を通じて、進捗状況などの確認
がおこなわれています。今後は、全職員への周知方法や必要な見
直しの手法などを検討する予定であり、取り組みに期待します。

 事業計画は、保護者等に周知され、理解を促して
いる。

事業内容については、毎月の園だよりなどを通じて保護者などへ
の周知がおこなわれていますが、法人の事業計画の説明はおこな
われておらず、今後、法人の事業計画の保護者への説明や周知に
対しての取り組みがなされることが望まれます。

評価結果

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

　Ⅰ-４-(1) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

 保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、
機能している。
積極的な研修への参加や定期的な職員会議がおこなわれ、組織的
にＰＤＣＡサイクルにもとづく保育の質の向上に関する取り組み
が実施されています。今回が初の第三者評価の受審により、保
育・マネジメントの質の向上に向けて、組織的な評価がおこなわ
れる体制の整備に努められることを期待します。



Ⅰ-４-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-１-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-１-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-１-(２)-① b

（コメント）

Ⅱ-１-(２)-② b

（コメント）

 評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題
を明確にし、計画的な改善策を実施している。

職員会議や法人内3園の園長会議などで保育の課題についての会
議などがおこなわれ、園全体で共通理解を持った上で課題の解決
に努めています。行事の振り返りの際には全職員で認識した問題
点など、把握した改善点を職員間で共有し迅速な対応がおこなわ
れています。今後は、評価結果の分析や課題をもとに、改善実施
計画を作成し改善を検討する予定であり、取り組みに期待しま
す。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

評価結果

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ-１-(1) 管理者の責任が明確にされている。

 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明
し理解を図っている。

重要事項説明書に明示され、自らの役割と責任に関する方針を職
員に周知しています。また、子どもたちの安全管理、園内の生活
環境の整備、保育士の育成などに努めています。今後は、自らの
役割と責任を含む職務分掌等について文書化する予定であり取り
組みに期待します。

 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を
行っている。

法令などを正しく理解するために各種研修や園外で開催されてい
る会議に参加するなど、施設長としての必要な知識の習得や理解
を深めていくための取り組みに努めています。今後も幅広く法令
などの理解を深められ、職員に対しても遵守すべき法令などを周
知し、遵守するための具体的な取組がおこなわれることを期待し
ます。

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

 保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力
を発揮している。

園長は会議や保育の観察などを通して施設における保育の現状把
握や分析に努めています。また、主任と保護者参観や行事の感想
などのミーティングをおこない、職員には会議などで共有したり
職員からの相談や意見を把握するなど、課題の改善や保育の質の
向上に努めています。また、職員との個人面談や日常的なコミュ
ニケーションの中で職員の考えや思いを理解するように努め、
個々のスキルアップに必要な研修への参加や、得意分野で能力を
発揮できるプログラムの提案をするなど、職員が楽しく積極的に
働くことができる後押しをおこなうよう取り組まれています。

 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力
を発揮している。

法人内で分析がおこなわれ、園長が有給休暇取得の促進や、書類
を作成するための業務時間の確保、行事前の残業時間軽減に向け
た協力体制の確立など、保育士の労働環境の改善に努めていま
す。今後も、各クラスの人員配置や職員が働きやすい環境整備な
どに取り組まれる予定あり、さらなる取り組みに期待します。



Ⅱ-２-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-２-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-２-(２)-① b

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-① a

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成

Ⅱ-２-(1) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されてい
る。

 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な
計画が確立し、取組が実施されている。

保育の質の向上や適切な保育の提供をおこなうのための取り組み
として、法人と情報共有をおこないながら、様々な採用媒体を活
用した保育士などの採用活動に取り組まれています。今後は、採
用活動をより効果的なものとするため、かつて就労されていた職
員の復職や保育士養成施設との関係構築など、多様な手法による
保育士確保をおこなっていくとともに、中・長期計画を基礎とす
る、より具体的な採用計画の策定も検討する予定であり、取り組
みに期待します。

 総合的な人事管理が行われている。

園長と職員との定期的な面談がおこなわれ、職員の意向や意見の
把握に努めています。また、阿倍野区内の他施設の職員処遇の現
況把握にも努めています。今後は、より明確な人事基準や評価基
準の策定及び職員への周知が図られ、総合的な人事管理がおこな
われることを期待します。

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。

 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場
づくりに取組んでいる。

有給休暇の取得状況の把握がおこなわれ、高い有給休暇取得率の
達成につなげることで、職員がリフレッシュできる時間を提供で
きるよう取り組まれています。また、職員との面談や相談を通し
て課題についての話し合いをおこなうことで、各職員の意向を把
握し、職員が働きやすい職場環境の構築に努めています。今後
は、福利厚生や人員体制に関する具体的な計画の構築に取り組ん
でいく予定であり取り組みに期待します。

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行ってい
る。

日常的な支援やアドバイスをはじめ、園長（年１回）・主任（年
１回）の個人面談がおこなわれ、次年度のクラス発表時などに職
員一人ひとりと、課題や目標についての評価の確認がおこなわれ
ています。また、キャリアアップ研修などの外部研修や園内研修
などに、積極的に参加できるよう努められており職員の育成や資
質の向上に向け取り組まれています。

 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定
され、教育・研修が実施されている。

職員の教育・研修が保育の質の向上に極めて重要であると認識さ
れ、職員それぞれの課題に合う内容の研修に積極的に参加できる
よう努めています。また、研修で得た知識や技術は、会議などで
共有され園全体のスキルアップにつながるよう取り組まれていま
す。今後は、期待する職員像をさらに明確化することで、より計
画的・体系的な教育・研修を実施していく予定であり取り組みに
期待します。



Ⅱ-２-(３)-③ a

（コメント）

Ⅱ-２-(４)-① b

（コメント）

Ⅱ-３-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-３-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-４-(1)-① b

（コメント）

 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されて
いる。

 実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成につ
いて体制を整備し、積極的な取組をしている。

職員一人ひとりの希望や課題や得意分野などを踏まえ、キャリア
アップ研修をはじめとした外部研修や園内研修への参加や参加勧
奨がおこなわれており、保育の提供体制を確保し可能な限りの研
修への参加機会の確保に努めています。今後も、積極的な研修参
加や研修機会の確保に向けた取組みを進めていく予定でありさら
なる取り組みに期待します。

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われてい
る。

実習生を受け入れる際には事前オリエンテーションがおこなわ
れ、乳児クラス・幼児クラスのどちらも経験ができるようにプロ
グラムを作成するなど、実習生の受け入れ態勢が整備されていま
す。今年度は１名の実習生を受け入れており、保育士育成に貢献
できるよう取り組まれています。今後は、実習生等の保育に関わ
る専門職の研修・育成に関する基本姿勢を明文化されることを期
待します。

評価結果

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保

Ⅱ-３-(1) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。

 運営の透明性を確保するための情報公開が行われ
ている。
ホームページなどで、理念や基本方針、保育方針、重要事項説明
書を公表し、福祉医療機構を通じた財務状況等の公表がおこなわ
れています。また、運営の透明性の向上に向けて、今回初めて受
審した第三者評価結果を公表する予定であり、現在、ホームペー
ジの改善をおこない、さらなる内容の充実に取り組まれていま
す。
 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための
取組が行われている。

施設における事務・経理・取引などについて、各種規程が定めら
れています。また、毎年度、監事によるチェックや税理士による
財務状況などの分析がおこなわれています。今後は、外部専門家
などによる監査支援がおこなわれることを期待します。

評価結果

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

Ⅱ-４-(1) 地域との関係が適切に確保されている。

 子どもと地域との交流を広げるための取組を行っ
ている。

地域の子どもが参加できるよう、園庭開放や季節の行事が開催さ
れており、地域の子どもや保護者との関係の構築に努めていま
す。今後は、園内に掲示している地域行事への参加を検討予定で
あり、地域との関りについての基本的な考え方を文書化するなど
の取り組みに期待します。



Ⅱ-４-(1)-② c

（コメント）

Ⅱ-４-(２)-① a

（コメント）

Ⅱ-４-(３)-① b

（コメント）

Ⅱ-４-(３)-② b

（コメント）

 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活
動が行われている。

地域の子育て世帯への園庭開放や、地域事業や行政発行の子育て
情報の提示や公開がおこなわれています。今後は、地域事業や地
域活動への参加などにも取り組まれる予定であり、災害時には、
可能な範囲で被災した福祉的な支援を必要とする人びとや住民へ
の支援などの取り組みがなされることを期待します。

 ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確
にし体制を確立している。

地域のボランティアの受け入れに対しての登録は完了しています
が、マニュアルの作成や受け入れ体制が整えられていないので未
実施です。今後はボランティアの受入れに関する基本姿勢を明文
化され、ボランティアなどの受け入れの実現に向けた態勢の整備
などがおこなわれることが望まれます。

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。

 保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機
関等との連携が適切に行われている。

行政から発行された資料や、病児保育の資料、デイサービスの資
料などを、保護者などが手に取りやすいように配布したり掲示が
おこなわれており、当該地域の関係機関・団体について、個々の
子ども・保護者の状況に対応できる社会資源の情報を明示してい
ます。また、要対協児の見守りや、区役所やこども相談センター
などの関係機関と密に連携が図られてれており、園内では主任・
担当保育士との情報共有がおこなわれ対象児のサポートに取り組
まれています。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

地域福祉のニーズ等を把握するための取組が行わ
れている。

毎月園庭開放がおこなわれ、夏祭りや豆まきなどの季節の行事も
取り入れられており、地域の子育て中の保護者や子どもが参加さ
れています。また、参加者との対話を通して地域の保護者のニー
ズの把握に努めています。今後は、関係機関・団体との連携、民
生委員・児童委員などとの定期的な会議の開催などを通して、地
域の具体的な福祉ニーズの把握に努められることを期待します。



Ⅲ-１-(1)-① a

（コメント）

Ⅲ-１-(1)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-③ b

（コメント）

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

評価結果

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス

 保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した
対応を行っている。

園長、主任、クラス担任が、保護者の意向や相談などに乗り対応
しています。今後は、保育所等の変更にあたり、保育の継続性に
配慮した手順と引継ぎ文書が定められことを期待します。

Ⅲ-１-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

子どもの人権や、適切な関わりや配慮についての研修に参加し、
内容は職員会議で共有し園内研修もおこなわれています。また、
外国籍の園児も在籍しており、その地域のメニューを取り入れた
給食を提供したり、男女の性差問わず発表会の配役や衣装を、子
どもたちが自分で選べるようにするなどの配慮がなされていま
す。今後、さらなる倫理網領や規程の策定に取り組まれることを
期待します。

 子どもを尊重した保育について共通の理解をもつ
ための取組を行っている。

 子どものプライバシー保護に配慮した保育が行わ
れている。

水遊び期間や着替えなどを時間差でおこなったりパーテーショ
ン・シェードを活用するなど、プライバシー保護について取り組
まれています。また、SNSや園内掲示物などについては、子ども
や保護者のプライバシー保護を意識して掲載がおこなわれていま
す。今後は規定やマニュアルの整備がおこなわれる予定であり取
り組みに期待します。

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われてい
る。

 利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積
極的に提供している。

保育理念・保育方針・保育目標はホームページに掲載され、園の
情報などがわかりやすく説明されており、選択の情報が提供され
ています。また、保護者の希望に応じて施設見学を受け入れた際
や保護者説明会などでも説明がおこなわれており、パンフレット
や行政の情報公開などにおいても情報の公表がおこなわれていま
す。施設見学や説明会など希望者が多数おられ、都度の対応が難
しくなっていることから、今後は回数を増やしておこなう予定で
ありさらなる取り組みに期待します。

保育の開始・変更にあっては、クラス担任から、直接手紙を配布
し保護者に説明がおこなわれており、また、掲示板に掲示するな
ど、継続的な周知ができるよう努めています。今後は、より保護
者の理解を得ることができるよう、周知方法や資料作成を工夫す
るなどの改善の予定であり取り組みに期待します。

 保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやす
く説明している。



Ⅲ-１-(３)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(４)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(４)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(４)-③ b

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-② a

（コメント）

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。

 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、
取組を行っている。

保護者との面談や定期的な保育参観が実施されており、運動会や
発表会などの行事後には保護者から意見を聴取するなど、利用者
満足の把握に取り組まれています。今後は、より満足度の把握が
おこなえるようにアンケートの実施などを検討していく予定であ
り取り組みに期待します。

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能し
ている。

苦情処理マニュアルと苦情解決の体制が整備されており、意見箱
の設置や保護者への周知など、保護者の苦情・要望に対応するこ
とができるように取り組まれています。今後は、苦情内容の公表
方法のあり方など検討していく予定であり取り組みに期待しま
す。

 保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、
保護者等に周知している。

 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリ
スクマネジメント体制が構築されている。

園内でのヒヤリハットの事例を使用した振り返りや、会議や園内
研修をおこなうなど、危険個所の確認や周知がおこなわれていま
す。また、行政からの通知文書を職員間で共有したり、安全管理
などの研修の参加などが積極的におこなわれています。今後は委
員会の設置などの体制の整備を検討しておりさらなる取り組みに
期待します。

 感染症の予防や発生時における子どもの安全確保
のための体制を整備し、取組を行っている。

マニュアルが整備され、年に数回、感染症対策についての研修に
参加し、職員会議で知識の共有がおこなわれています。また、園
内での感染症の発生時には、掲示板での周知や保護者への注意喚
起に取り組まれています。毎月、保護者に季節に応じた内容の保
健だよりを発行するなど、園内や家庭生活においての感染予防や
感染予防意識の向上に努めています。

保護者が相談や意見を述べやすいよう、相談相手を選択できるな
どの環境の整備に取り組まれています。今後は文書が作成され、
より分かりやすい保護者への周知に努めていく予定であり、取り
組みに期待します。

 保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅
速に対応している。

保護者からの相談や意見は各クラスの担任が対応し、必要に応じ
て園長や主任保育士も対応することで、相談や意見の把握に努め
ています。
今後は、定期的なアンケートの実施やマニュアルなどの文書の整
備などを検討していく予定であり取り組みに期待します。

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。



Ⅲ-１-(５)-③ a

（コメント）

Ⅲ-２-(1)-① a

（コメント）

Ⅲ-２-(1)-② a

（コメント）

Ⅲ-２-(２)-① a

（コメント）

Ⅲ-２-(２)-② b

（コメント）

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保

Ⅲ-２-(1) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

 保育について標準的な実施方法が文書化され保育
が提供されている。

毎年度当初にマニュアルの読み返しと、標準的な保育の実施方法
についての確認がおこなわれており、マニュアルは職員が「いつ
でも・誰でも・簡単に」活用できるように、事務所に設置してい
ます。また、積極的な研修への参加に取り組まれ、子ども一人ひ
とりを尊重し、個々が心も身体も健康に成長できるよう保育の提
供がおこなわれています。

 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが
確立している。

災害避難訓練の年間計画が作成され、毎月各種避難訓練がおこな
われおり、定期的な災害用備蓄類のチェックと入れ替えもおこな
われています。また、入園・進級時には保護者に災害時の子ども
の引き渡しカードを提出してもらい、災害時も確実に子どもの引
き渡しが出来るように備えています。今後もより精度を上げて避
難訓練を実施していく予定でありさらなる取り組みに期待しま
す。

評価結果

園長、主任、クラス担任で、指導計画と保育内容についての確認
がおこなわれ、指導計画と保育内容についての検討や見直しに取
り組まれています。また、自己評価シートを活用して日々の保育
の振り返りがおこなわれ、園長、主任との面談を通じて、各保育
士が直面している課題や保育の実施方法の見直しにつなげるよう
努めています。

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

 アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定し
ている。

子ども一人ひとりの個別のケースに対しては、保護者との連絡
ノートのやり取りや面談、送迎時の連携などを通してニーズを把
握し、適切に保育計画に取り入れられるよう努めています。ま
た、保育会議で保育のふりかえり、評価や反省などの意見を出し
合い、課題の共有や改善に向けての話し合いがおこなわれていま
す。

 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

各クラスの月案は会議で意見を出すことができるよう、事前に園
長、主任が確認をおこない、各担当保育士が発表し評価と見直し
に取り組まれています。また行事後は、各担当保育士の評価や反
省をもとに、会議で課題や見直しをおこない職員間で共有するこ
とで、次回の行事に活かすことができています。今後は、評価し
た結果を次の指導計画の作成に生かされる取り組みに期待しま
す。

 災害時における子どもの安全確保のための取組を
組織的に行っている。



Ⅲ-２-(３)-① a

（コメント）

Ⅲ-２-(３)-② a

（コメント）

 子どもに関する記録の管理体制が確立している。

個人情報保護規定が策定され、個人情報の漏洩などがないように
適切な管理や対応に努めています。データの管理は事務所でおこ
なわれており、職員には個人情報の取り扱いについては適正にお
こなうよう指導しています。また、個人情報の持ち帰り作業など
が発生しないよう、業務時間内に作業できる時間が設けられてい
ます。

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

 子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行
われ、職員間で共有化されている。

入園時に子どもの発育や生活状況などについて、保護者から細か
く聞き取りがおこなわれています。また、入園後も定期的な個人
面談、連絡ノート、送迎時などを通して子どもの状態の把握に努
めています。子どもの記録については事務所で適切に保管され、
園長、主任で定期的に確認し、書き方などにも差異が生じないよ
う都度指導がおこなわれています。



Ａ-１-（１）-① a

（コメント）

Ａ-１-（２）-① a

（コメント）

児童福祉分野【保育所】の内容評価基準

評価結果

Ａ－１　保育内容

Ａ－１－（１）　全体的な計画の作成

全体的な保育計画は、保育所保育指針や園の保育目標に基づき、子どもた
ちの心身の発達や家庭・地域の実態を考慮しながら、職員同士で定期的に
意見を交換し、計画を作成・見直ししています。計画は年度初めとその合
間に行われる職員会議、シーズンごとの1対1のミーティングを通じて意
見を集め、それを元に総括的に作成されています。また、日々職員間で共
有した状況や意見は、園長や主任によって反映され、作成・見直しが行わ
れています。新年度開始前には、職員に保育計画を配布・周知し、その
後、各クラスでの具体的な保育計画が作成されます。この流れを通じて、
保育現場における一貫した方針と柔軟な対応が確保されています。今後
も、子どもたちの発達や地域の実態に応じた見直しと検討を行い、保育内
容に反映させていく予定があります。

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開

 保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの
心身の発達や家庭及び地域の実態に応じて全体的な計画
を作成している。

 生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごす
ことのできる環境を整備している。

子どもたちが心地よく過ごせる環境づくりが重視されており、午睡中に階
段、廊下、ドアのふきあげや、外あそびのたび玄関の掃除をおこない、午
睡中は床に湿温計を置くなど、清掃や消毒、温度・湿度管理を徹底するこ
とで、健康と安全が守られています。特に2歳児までの検温については、
個人別で体温計を使用するほか、お手洗いも、掃除用具は用具入れに、す
ぐ使うものも子どもの手の届かない高さの棚に置かれるなど適切に管理さ
れ、明るく清潔な環境が整えられています。嘔吐処理などの緊急時対応に
ついても、どの保育士も同じように対応できるようにマニュアルが整備さ
れており、マニュアルによって半年に1回、もしくは年に1回確認し、マ
ニュアルに日付と名前の記入を求めることで、いつ誰が確認したかが明確
になり、より確実な実行が保障されています。0・1歳児が快適に過ごせ
る広く整備された保育室が設けられており、他の保育室でも安全が最優先
されています。部屋の配置や事故防止のためのチェックリスト、清掃マ
ニュアル、強化ガラスフィルム、ロールカーテンの使用、窓側に棚を置か
ないなど、細部にまで安全配慮がされています。



Ａ-１-（２）-② a

（コメント）

Ａ-１-（２）-③ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-④ a

（コメント）

 一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた
保育を行っている。

 子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる
環境の整備、援助を行っている。

 子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの
生活と遊びを豊かにする保育を展開している。

子ども一人ひとりに対して受容的な姿勢を持ちながら、発達段階や家庭環
境を理解し、個別対応を行うことで、子どもたちが安心して過ごせる環境
が作られています。また、保護者の希望を学期ごとに聞き取ることで、家
庭と園が一体となり、子どもの成長をサポートする体制が整っています。
さらに、職員は人権意識の向上に努めており、人権についての研修に参加
して得た知識を職員会議で共有することで、子どもたちとの適切な関わり
を意識的におこない、よりよい保育が提供されています。また、子どもの
気持ちに寄り添い、分かりやすい言葉で穏やかに話すことで、安心して自
分の気持ちを表現できる環境を作り出しています。行事前などは熱が入る
こともあるため、事前に注意喚起を行い、職員同士で適切な言動を意識す
るよう配慮しています。普段の保育中もできるだけドアを開けて「開かれ
た保育」を実践し、他の職員が気軽に声をかけたり、聞きやすい環境を作
ることで、保育が透明で安心できる環境が整っています。何か問題があっ
た場合も、すぐに声をかけて迅速に解決できる体制が作られています。

子どもたちが基本的な生活習慣を身につけることができるよう、環境整備
や援助がしっかりとおこなわれています。子ども一人ひとりの発達に合わ
せて、食事・排泄・衣服の着脱など、基本的な生活習慣を身につけられる
ように配慮されています。特に、子どもの個々のペースを尊重し、無理な
く習慣を身につけられるようなサポートがされています。食事に関して
は、年齢が大きな子でも咀嚼能力に合わせた支援がおこなわれ、安全に自
分で食事を進めることができるよう配慮されています。また、トイレト
レーニングについては、子どもだけでなく、保護者のペースにも配慮し、
家庭との連携を大切にしながらおこなうようにしています。

子どもたちが主体的に活動できる環境を提供し、遊びを通じて自分の興味
や創造力を発展させることができる保育が展開されています。子ども一人
ひとりが自由に好きな遊びに取り組めるよう、安全性の観点からマットの
上で遊べる分だけ等ルールはあるものの、子どもたちが自分の思うように
玩具や遊びを組み合わせ広げることができ、このような環境では、子ども
たちは自分の興味や創造力に基づいて遊びを展開でき、発展的な遊びが可
能になります。また、ルールを守りつつ遊ぶことで、子どもたちは安全に
配慮しながらも自分の世界を広げ、社会性や協調性を育むことができま
す。さらに、個々の保育士が得意とする遊びを取り入れることで、遊びの
幅が広がり、子どもたちが様々な活動に挑戦できるようになっています。
大太鼓や小太鼓などの楽器の使用や、リトミックの資格を持つ保育士によ
る指導、こまや凧揚げを楽しむ機会が設けられ、子どもたちの運動能力や
創造力を伸ばす取り組みがおこなわれています。園庭内には身体を存分に
動かすためのスペースが確保され、ボール遊びや滑り台、竹馬などの活動
を通して、子どもたちの運動能力が高められています。さらに、雨天時に
も運動遊びができるようにおゆうぎ室や廊下には安全マットが敷かれ、ボ
ルダリングや鉄棒の設備も整えられ、どんな天候でもさまざまな体験を通
じて子どもたちの自発的な学びや遊びの幅を広げる工夫がされています。
地域との関わりにおいては、毎月1回の園庭開放を実施し、ハロウィンな
どのイベントにも10組ほどの参加者が集まります。また、電話による育
児相談を行い、商店街の方々とのつながりも大切にしているため、地域の
方々とのつながりが、子どもたちにとっても豊かな学びや経験を得る機会
となっています。



Ａ-１-（２）-⑤ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑥ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑦ a

（コメント）

 乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に
展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法
に配慮している。

 ３歳未満児（１・２歳児）の保育において、養護と教
育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育
の内容や方法に配慮している。

子どもたちが安全で安心して過ごせるように、遊びの進め方や環境整備に
工夫を凝らし、愛着関係の確立を意識した保育を行っています。個別の発
達やニーズに対応し保護者と連携して喫食状況を確認し、一人ひとりに応
じた食事の提供をしています。正しい姿勢で座れるようにイスとテーブル
の高さを調整したり、着脱しやすい台を準備するなど、子どもの「やりた
い気持ち」に寄り添った環境を整えています。
また、家庭的な雰囲気の中で、分かりやすい短い言葉やスキンシップを大
切にし、さまざまな保育士と安心して関われるよう日々の保育を行うこと
で、子どもの発達を促進し、健やかな成長に向けて情緒的な安定を育んで
います。

子どもの「自分で！」というやりたい気持ちを尊重し、見守り、認め、励
ます保育が実践されています。子どもたちが自分でできることをサポート
し、出来た時にはその喜びを子どもと保護者と共有することが重要視され
ています。保護者に対しても「たくさんほめてあげてください」とアドバ
イスを行っています。これにより子どもの自信や自己肯定感が育まれ、家
庭との連携も深まります。その他,子ども同士の関わりも大切にし、友だ
ちとの関わりにおいて問題が発生した際には、保育士が適切なタイミング
で介入し、両方から話を聞くことで、子どもたちが自分の気持ちを伝え合
い、問題解決の方法を学ぶことができます。また、戸外や室内で異年齢の
子どもたちが一緒に遊び、活動できる環境作りに取り組み、子ども同士の
コミュニケーション能力や協調性を育んでいます。延長保育時や混雑する
場面では、乳児、幼児に分けたコーナー遊びやお散歩の取り組みが工夫さ
れており、子どもたちが安全に過ごせる環境が提供されています。また、
雨の日には3部屋に分かれて保育を行うなど、状況に応じて柔軟に対応
し、安全かつ快適に過ごせるよう配慮されています。

子どもたちが主体的に活動できる環境がしっかりと整備されており、保育
の内容や方法に配慮されています。遊びの中では、子どもたちの発言や考
えによって遊びのルールが変わり、時には新たなルールを自分たちで作り
出すこともあります。こうした活動を通じて、子どもたちは社会的なルー
ルや協調性を学び、他者との関わりの中で自己表現をする力を高めていま
す。子どもたちが遊びや考えを広げていく過程で、適度な助言や援助が行
われており、子どもたち自身の意見や発言が保育の中で大切にされていま
す。また、3歳児からはスケジュールボードを使用して一日の生活の流れ
を確認する取り組みが行われており、子どもたちに時間の概念を教えると
ともに、生活の中で自分の役割や責任を意識させる効果があります。さら
に、文字や数字への興味を引き出すために、かるたやトランプ遊びが取り
入れられていることは、遊びを通じて自然に学びを促しています。道具の
使い方やルールを伝える際には、実際に使う前に見本を見せてから使い始
めるというアプローチが行われており、子どもたちが安全で適切に遊ぶた
めの基本的なマナーや技術を身につけることができます。

 ３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展
開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に
配慮している。



Ａ-１-（２）-⑧ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑨ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑩ a

（コメント）

障がいのある子どもが安心して生活できる環境が整備されており、保育内
容や方法には細やかな配慮がなされています。子ども一人ひとりのニーズ
に応じて柔軟に対応することが重要視され、例えば、保護者と相談し必要
に応じて食事時に座位の安定を補助するために手すり付きの準備を行った
り、園外保育では家庭で使用しているバギーを使用させてもらうなど、保
護者との連携を密にとりながら、子どもにとって最適な支援がなされてい
ます。また、個別の保育計画は保護者の意向に基づいて作成され、子ども
が無理なく成長できるよう工夫されています。このような協力を通じて、
保護者にも安心感を与えつつ、子どもの成長を支えることが可能となりま
す。基本的に、他の子どもたちとともに活動できるよう配慮されており、
同じテーブルでの食事やグループ活動への参加が促進されています。この
配慮により、障がいのある子どもも社会的なスキルを育むことができる環
境が作られています。

それぞれの子どもの在園時間や子どもの個々のニーズに応じた配慮がされ
ており、子どもたちが安心して過ごし、健やかに成長できる環境が整備さ
れています。異年齢の子どもたちが過ごす延長保育時間には、遊びスペー
スを確保するため空き部屋やパーテーションが使用され、年齢別に分ける
ことで落ち着いて遊べる環境が提供されています。また、遊具や玩具も安
全性に配慮されており、保育者が適切に関わりながら子どもたちが楽しく
過ごせる仕組みとなっています。加えて、在園時間が長い子どもたちに対
しては、さらに個別の配慮がおこなわれ朝寝をする子どものための寝るス
ペースが確保され、6時以降には静かな環境で過ごせるよう配慮されてい
ます。これにより、長時間の保育の中でも子どもたちが落ち着いて過ごせ
る環境が整っています。

小学校との連携を強化し、就学に向けた計画的な保育内容や方法が導入さ
れており、5歳児クラスの子どもたちが自信を持って安心して小学校に進
学できるような保育内容となっています。子どもたちが小学校以降の生活
について見通しを持てるようチャイムでの生活に向け、音を聞いて行動で
きるようにしたり、時計、文字、数字などを遊びを通じて学ぶ機会が提供
され、遊びの中に学びを取り入れることで、子どもたちが自然に興味を持
ちながら小学校生活をスムーズにスタートできる環境が作られています。
また、子どもたちの就学を見据えた適切な支援として、各小学校の先生方
の訪問や情報交換がおこなわれ、子ども一人ひとりに必要なサポートがき
ちんとされているため、就学後の不安を減らすことができます。これらの
取り組みによって、子どもたちは小学校への進学に対してポジティブな気
持ちを持つことができ、スムーズに移行できることが期待されます。さら
に、保護者に対しても、クラスだよりを通じて小学校の生活や入学準備に
関する情報提供をおこない、保護者が安心して小学校への入学を迎えられ
るようサポートしています。

 障がいのある子どもが安心して生活できる環境を整備
し、保育の内容や方法に配慮している。

 それぞれの子どもの在園時間を考慮した環境を整備
し、保育の内容や方法に配慮している。

 小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育
の内容や方法、保護者との関わりに配慮している。



Ａ-１-（３）-① a

（コメント）

Ａ-１-（３）-② a

（コメント）

Ａ-１-（３）-③ a

（コメント）

Ａ－１－（３）　　健康管理

健康管理に関して、マニュアルや健康のしおりを基にした取り組みが行わ
れており、朝の受け入れ時に保護者から健康状態について伝達を受けるこ
とや、異常を感じた場合にすぐに電話で確認するという迅速な対応が、子
どもたちの健康を守るための鍵となっています。こうした日々の細やかな
確認が子どもたちの健康状態について正確に把握でき、万が一体調に変化
があった場合でも迅速に対応することが可能となっています。また、
SIDS（乳幼児突然死症候群）については職員に対して睡眠時安全マニュ
アルが提供されているほか、保護者にもお手紙や掲示板を通じて情報が共
有され、子どもたちの健康を守るための安心できる基盤を作っています。

健康診断や歯科健診の結果を保育に反映させる取り組みがあり、内科健診
や歯科検診、尿検査の結果を適切に記録し、それを保護者と共有するため
にアプリや健康の記録カードを活用しています。また、結果について記録
カード配布時に職員が口頭で注意事項を伝えることを徹底することで、重
要な情報がしっかりと保護者に伝わることを保証し、健康に関する疑問を
その場で解決できるため、非常に大切な取り組みとなっています。

アレルギー対応に関して細心の注意を払い、関係者全員で協力して安全な
環境を作り上げ、子どもたちの健康と安全が最優先されています。アレル
ギーマニュアルを作成しスタッフ全員が必要な情報を正確に把握し、確実
に対応できる体制が整っています。アレルギーを持つ子どもたちの食事に
関しては、誤食を防ぐために、トレーに名前を記入し、受け取りの際は給
食と職員で確認、保育室でも職員間でダブルチェック体制を設けていま
す。また、別の机で食事をすることにより、アレルギーのある子どもたち
が他の子どもと一緒に食べても安心できる環境を提供し、アレルギー児が
誤って食べても問題ないよう、通常食より先に配膳され食べ始め、タオル
雑巾も別にし食事後の食べこぼしや清掃方法にも注意が払われた適切な状
況・環境で食事の提供がおこなわれています。
さらに、定期的な医師の指示書の確認や保護者からの聞き取り、継続的な
記録の管理が行われており、アレルギーに関する情報が常に最新の状態に
保たれていることが確認できます。月に一度のアレルギー会議では、調理
員や担任、園長が参加し、給食メニューや代替食の工夫について意見交換
が行われ、子どもたちが安全で美味しい給食を楽しめるよう努められてい
ます。

 子どもの健康管理を適切に行っている。

 健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。

 アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、
医師からの指示を受け適切な対応を行っている。



Ａ-１-（４）-① a

（コメント）

Ａ-１-（４）-② a

（コメント）

Ａ-２-（１）-① a

（コメント）

子どもの生活をより充実させるために、園では家庭との連携を大切にして
います。保護者とは乳児ノートや各クラスの週間予定、当日の保育内容が
記載されたホワイトボードを下駄箱に置き、保護者が簡単に確認できるよ
うにしています。送迎時には、担任が不在でも申し送りファイルに必要事
項を記載し、情報共有がスムーズに行える体制を整えています。これによ
り、保育士間での連携が強化され、子どもの個別の状況に対応することが
できます。また、行事や学期ごとの参観、個人面談に参加してもらい、保
護者と子どもの成長や保育園・家庭での状況を共有しています。面談での
内容は担任が記録として残し、次回の面談や日々の保育に役立てていま
す。

Ａ－１－（４）　　食事

園では食事の時間を楽しくするために、異年齢の交流にあわせ、テラスで
給食やおやつを食べる機会を設けています。また、子どもたちの「食べた
いメニュー」を献立に取り入れる取り組みが行われており、子どもたちの
食に対する興味や好奇心を引き出しています。家庭での食事量や状態も把
握し、適切に量を調整するなど、個別の配慮がなされています。個別の配
慮として、椅子の高さや食具を調整し、幼児には声かけをしながら自己調
整を促す取り組みもおこなわれています。さらに、給食が楽しみになるよ
うに、5歳児のお当番活動でメニュー写真を掲示するなど、食事への興味
を高める工夫がされています。食育活動としては、菜園活動や芋ほりなど
の体験を通じて、子どもたちの好奇心や探求心が育まれています。

評価結果

Ａ-２　子育て支援

Ａ－２－（１）　家庭との緊密な連携

 子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を
行っている。

 食事を楽しむことができるよう工夫をしている。

 子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を
提供している。

園では、子どもたちが安心して食事を楽しめるよう、個々の発達段階に応
じた様々な食事を提供しています。例えば、発達に合わせ幼児にも刻み食
を提供したり、離乳食やアレルギー除去食にも対応し、子どもたちは無理
なく、安心して食事を楽しむことができます。給食会議では、季節ごとの
メニューや行事食について話し合い、季節感を感じながら食事を楽しみ、
行事に合わせた特別な食事も提供されます。また、保育士による適切な励
ましや、食べやすい大きさや形状の配慮がされています。さらに、検食簿
に記載した内容を基に、調理室との連携がスムーズに行われています。も
し残食が多い場合には、調理員がその理由を聞き、必要に応じて対応する
など、子どもたちがしっかり食事を摂れるよう努めています。この取り組
みのおかげで、残食がほとんどなく、子どもたちは楽しく満足して食事を
摂ることができています。



Ａ-２-（２）-① b

（コメント）

Ａ-２-（２）-② a

（コメント）

Ａ-３-（１）-① a

（コメント）

Ａ－２－（２）保護者等の支援

 保護者が安心して子育てができるよう支援を行ってい
る。

保護者が安心して子育てができるよう、園ではさまざまな支援を行ってい
ます。多忙な保護者や個別の保護者への寄り添い方として、定期的な面談
に加え、随時相談に応じる体制を整えています。クラス担任だけでなく、
園長や主任も対応できる体制が整っており、より多角的なサポートが可能
になります。また、保育士が適切に対応できるよう、園長や主任に相談・
助言を求めることができる体制が整っています。しかし、保護者アンケー
トの結果から、保護者とのコミュニケーションに少し不足が見受けられま
した。この点については、今後は、保護者との連携をさらに強化し、より
オープンで気軽に相談できる環境を作ることが求められます。具体的に
は、定期的な情報提供やイベントの開催、保護者同士の交流の場を設ける
ことなどが考えられます。園全体でコミュニケーションを改善し、保護者
が安心して子育てできる環境を整えることが期待されます。

 家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発
見・早期対応及び虐待の予防に努めている。

家庭での虐待等の権利侵害の疑いがある子どもの早期発見と早期対応、ま
た虐待の予防に取り組んでいます。対象となる家庭に対しては、保護者へ
の声掛けや見守りを行い、家庭での様子に注意を払いながら、子どもに対
しても配慮をしています。特に、子どもが休みの日には、電話での確認を
おこない必要に応じて園長や主任も積極的に関与し、家庭との関係を築き
ながら虐待の予防に努めています。さらに、区役所との連携を密におこな
い、欠席が続いたり、保護者の言動に違和感を感じた場合には、迅速に対
応してもらい、状況を確認してもらう体制が整っています。子ども相談セ
ンターとも密に連携を取り、必要に応じてケース会議に参加し情報の共有
をおこなっています。園内には虐待防止マニュアルが整備されており、職
員はその内容を十分に理解し、積極的に研修に参加しています。このよう
に、全職員が連携し、子どもたちの安全と権利を守るために、日々の保育
や活動を通じて予防策を講じています。

評価結果

Ａ－３ 保育の質の向上

Ａ－３－（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）

 保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）
を行い、保育実践の改善や専門性の向上に努めている。

保育士は主体的に保育実践の振り返りを行い、保育の質の向上に努めてい
ます。自己評価シートを用いて日々の保育実践を見直し、改善点を明確に
することで専門性を高める取り組みが進められています。また、行事や取
り組みについては計画段階からチームで相談し、その後の評価や反省もお
こないながら、意見交換を重ねて保育の質向上を図っています。 さら
に、保育実践に関する研修にも参加し、その内容を職員間で共有すること
で全体の質を高めることに努めています。自己評価は学期ごとに行い、行
事ごとにも振り返りの機会を設けることで、個々の保育内容を定期的に見
直しています。このように、自己評価と振り返りを通じて、保育の質を継
続的に改善することに力を入れています。



Ａ-４-(1)-① a

（コメント）

 体罰等子どもへの不適切な対応が行われないよう、防
止と早期発見に取組んでいる。

園では、体罰や不適切な対応が行われないよう、防止と早期発見に努めて
います。園長や主任は定期的に会議や朝礼で不適切な保育に関する事例を
取り上げ、誤った対応や勘違いがおこなわれないよう職員全員に周知と説
明を行っています。さらに、気になる様子があれば園長や主任が現場に入
り状況を見守り、問題の確認を行います。例えば、ビデオで撮影されてい
る際や、園長が見ているときと普段の保育が違う場合、それが注意すべき
サインであることを伝えています。これにより、日々の保育がしっかりと
見守られ、適切な対応ができる環境を整えています。さらに、お手伝いの
方や様々な人の目が保育に入ることで、多角的な視点で自分の保育を振り
返り、改善点を見つける機会が増えます。加えて、人権や不適切保育に関
する研修にも積極的に参加し、職員全員の意識向上を図っています。これ
らの取り組みを通じて、園全体で安全で適切な保育を提供できるように努
力しており、予防策や早期発見を重要視して、より良い保育環境の維持に
努めています。

評価結果

Ａ-４ 子どもの発達・生活援助

Ａ-４-(1) 子どもの発達・生活援助



調査の概要

利用者への聞き取り等の結果（概要）

アンケート調査による。（アンケートは、保育園に依頼し
保護者に1世帯1webアンケート送付してもらい評価機関が
直接回収する方法で行った）

利用者への聞き取り等の結果（概要）

保育園利用の子どもの保護者世帯に対し、1世帯1webアンケート87通送
付し49通を回収した。回収率は約56％であった。

（質問数は自由記述を除き16項目）
〇回答の内、満足度100％の項目は、下記の２項目であった。
・献立表やサンプル表示などで、毎日の給食の内容がわかるようになって
いますか。
・懇談会や保育参観など保護者が保育に参加する機会がありますか。

〇回答の内、満足度90％の項目は、下記の３項目であった。
・健康診断の結果について、園から伝えられていますか。
・送迎時の保育士との話や連絡帳などを通じて、園や家庭での子どもの様
子について情報交換がされていますか。
・日常的な情報交換に加え、別の機会を設けて相談に応じたり、個別面談
などを行なったりしていますか。

〇回答の内、満足度80％以上の項目は、下記の５項目であった。
・保育園に入園した際に、保育の内容や方法について、説明がありました
か。
・入園後も、保育園やクラスの様子などについて、「園だより」、「クラ
スだより」等を通じて、判りやすく伝えられていますか。
・お子さんや家庭のことについて相談した内容が、他人に漏れていたとい
うような経験はありますか。
・給食のメニューは、充実していますか。
・お子さんの給食の食べ具合は、必要に応じて連絡されていますか。

〇保護者による、「自由記述」「園の特徴」、「知らせて欲しい情報」、
「して欲しい･して欲しくないサービス」は多数あり、その一部を抜粋す
ると下記の通りであった。

利用者（保護者）への聞き取り等の結果

調査対象者 保育園を利用中の保護者

調査対象者数 　　49世帯世帯（有効回答者数）

調 査 方 法



【自由記述】(一部抜粋)
・いつも保育士さん・スタッフさんには大変お世話になっております。大
変なお仕事かと思いますが、今後とも宜しくお願いします。
・いつもありがとうございます。先生たちの明るさや親身なところにいつ
も助けてもらっています。これからもよろしくお願いします。
・園長先生をはじめ、皆さまいつも明るく朗らかな先生方に癒されていま
す。本当に子供を好きで可愛がって下さっていると伝わります。食事もい
つも美味しそうで本当に良い保育所に預けられていると思っています。
・毎日色んな遊びや体験をさせて頂き、一緒に子どもを育ててもらい感謝
しかありません。子どもの安全、先生方の健康を第一に今後もよろしくお
願いいたします。
・自由に遊べて子供にとってはとても楽しそうです
・餅つきやクリスマスパーティ、育てた芋を食べるなど楽しいイベントが
あってうれしいです。
・大阪市立の時の運営を継続すると言われていたが、変更されたこともあ
ると感じている。
とはいえ、それに対して何かしてほしいと言うわけでもない。
・園児の自立を助けながら保育していただいているととても思います。た
とえば嫌いな食べ物を食べれた時や、難しい遊びに挑戦して出来た時など
は親に教えていただけるとこちらもしっかりと褒めれるので、そう言う伝
達がもっと身近にあれば良いなと思います
・忙しい中とは思いますが、日中の子の様子を詳しく教えてくれる先生、
そうでない先生で割と差があるように感じる。
（担任の先生がいないときはこちらから変わりなかったかを聞かないと確
認してくれないときがある）



【園の特徴】
・若い先生が多く、ベテランの先生が少ない
・アットホーム　
・校舎が新しく綺麗、給食が美味しそう、園庭がある
・子供達が楽しそう。園庭があり、外での遊びも出来る。先生達が優し
い。
・保育士さんが楽しそうに働かれていて園児たちも楽しそうです。
・催しが充実しており、子供達の制作等多い　楽しく子供達が登園してい
ると思う

【知らせて欲しい情報】
・園で流行ってる感染症。
・給食で好んで食べているもの、苦手なもの、怪我の有無
・その子にあった家でして欲しい対応などを教えてほしい。（具体例をま
じえて）
・保育に関する保護者の意見と、その回答
（他の方がどう考えてるか知りたいし、先生と一緒にできることを協力し
たい）
・食事内容　便の有無　できたことなどプラスのこと
・児童の病欠がある場合、張り紙だけでなくその日その日でアプリなどで
通知してくれた方がわかりやすい
・保育園の外へお散歩に行く日は、何時頃、どこへ行くのか事前に知りた
い。
・友達との関わり、今どのような遊びや歌をしているか、給食の様子

【して欲しいサービス】
・外部から先生を呼んで学ぶ機会を作ってほしい(体操、英会話、美術系
等)
・面談時、土曜日も候補に入れて欲しい
・行事ごとにイベントをしてくれているので嬉しい。親子参加型イベント
(餅つきや祭りなど)あれば通うのが楽しくなるきっかけになりそう
・園でのイベント時クリスマス会や節分など動画などで見たい
・体操服を作って欲しい、園の中で出来る習い事をして欲しい

【して欲しくないサービス】
・乳児の朝のおやつで干菓子ではなく、毎日フルーツなどにできないの
か？



調査の概要

利用者への聞き取り等の結果（概要）

実施なし

利用者（子ども）への聞き取り等の結果

調査対象者

調査対象者数 　　　　　　　　人

調 査 方 法




